
［理事会承認事項］令和５年度事業計画  

              

令和５年度事業計画 

自 令和５年４月１日 ～ 至 令和６年３月３１日 
 

Ⅰ．事業活動基本方針 

令和５年度は、新型コロナウィルス感染流行から３年が経ち、マスク着用ルールの

見直しや「５類」への引き下げなどにより、社会経済活動は徐々にウィズコロナへ移

行しつつあるものの、ロシアによるウクライナ侵攻や物価高が政治や経済に大きく影

響し、依然不透明な状況が続いている。当会はあらためて法人会の理念である「税の

オピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁

栄に貢献する経営者の団体」として、税務機関、関係団体との連携協調を図りながら

積極的に各種事業活動に取り組んでいくことを基本方針とする。 

また、こうした活動を一層充実したものにするためにも組織・財政基盤の確保、充

実が必要となることから、法人会の原点である「税」に関する活動に軸足を置きなが

ら、引き続き基盤強化の活動を展開していくとともに、会員相互の交流を一層深め協

力体制の確立を図りつつ、以下に揚げる諸施策に取り組む。 

 

Ⅱ．主な事業計画 

１．税を巡る諸環境の整備改善等を図るための事業 

   (1) 税に関する研修会・セミナー事業 
    税知識の一層の普及・啓発に努めることとし、会員を含めた多数の企業及び市民

を対象に、税務に係る幅広い知識の普及や経営財政を取り巻く諸問題の改善を目的

とした研修会やセミナーを開催する。開催時には、税に関するより効果的な資料・

教材を選定配布して税知識の一層の普及啓発を図る。 

 
(2) 講演会事業 

   政治・経済学者・ジャーナリスト等の視点を変えた税制に関する考え方を聞くこ

とで、「税」を身近に感じることができるよう、会員企業はもとより、一般企業及び

市民からも幅広く参加を募り、社会情勢等に即したテーマの講演会を開催する。 

 
(3) 租税教育事業 
 次世代を担う児童・生徒に税の仕組み等を理解してもらうため、租税教育の充実

に努める。これに資するため新津税務署管内の小中学校を対象にした青年部会によ

る「租税教室」、女性部会による小学生を対象とした「税に関する絵はがきコンクー

ル」を租税教育用教材等の配布と共に継続して推進する。 



 (4) 税の広報事業 

    改正税法や税務申告の情報に対する早期対応と周知及び添付書類も含めた「e－
Tax」の普及に資するための PR 活動など、税関連広報を行う。このため、本会のホ

ームページや広報誌に必要な情報を掲載し、広報誌は公共施設や金融機関窓口等に

配置して多くの市民の方々へ税務情報を周知する。 
    また、イベント会場で、税に関するクイズや日本の税制をマンガで説明した冊子

を配布するなど、市民に税への関心を持ってもらう事業を実施する。 

   
(5) 税の調査研究(支援を含む)及び社会への提言事業 

   少子高齢化と人口減少の進展という我が国の構造問題に加え、コロナ禍と物価上

昇が経済と財政を脅かしている中で、地域経済と雇用を担う中小企業の存続と発展

に資する税制の整備と共に、財政再建と持続可能な社会保障制度を構築するために

社会保障と税の一体改革の取り組みを進めるべく、税のオピニオンリーダーとして

建設的な提言を行っていく。 
   この事業として、本年度も法人各社へ税に関するアンケートを実施し、その意

見・要望をもとに、税制改正要望を取りまとめて国会、地方議会、関係官庁に向け

て提言を実施していく。 

   
(6) 企業の税務コンプライアンスの向上 

  企業の内部統制の強化や経理水準の向上は、企業の成長や税務リスクの軽減のため

に重要なことであることから、国税当局と協力し、研修会・セミナー等の開催時に、

国税庁後援による「自主点検チェックシート」を活用し、税務コンプライアンスに積

極的に取り組んでいく。 

 
２．地域の経済社会環境の整備・改善等を図るための事業 

(1) 講演会・セミナーの開催事業 
  地域社会の活性化、地域経済の改善に役立つことを目的として、会員及び一般市民

を対象に政治経済情勢の情報、健康情報、福祉的情報等の講演会や実務セミナーを開

催する。講師については、行政関係者、医師、経営実務コンサルタント、芸術家等、

広範囲な分野の専門家の中から選定する。 
また、インターネットセミナー（オンデマンド）を引き続き配信し、会員企業での

各種研修会等で役立てていただくよう随時発信していく。 

 
(2) 地域の福祉問題や環境問題などの改善に資する事業 

  各種講演会・セミナー・税務研修会の開催時等に、職場や家庭で不要となったタオ

ル・古切手等を収集して社会福祉協議会や介護福祉施設等へ寄贈することや「いちご

プロジェクト」を通じた節電の呼びかけを行うことにより福祉問題や環境問題の改善

に向けて取り組み、地域社会に貢献する。 

 



３．会組織の充実、福利厚生に資する事業  

    (1) 組織強化・基盤の安定 
   法人会活動を充実させるためには、組織・基盤の強化が不可欠である。 

会員数の維持・増加を図るために会員増強月間を設け法人会が一丸となって新規会員

募集の推進を行うとともに、退会防止策を講じる等、より効果的な活動を実施してい

く。 

   
    (2) 福利厚生事業 
   会員企業の福利厚生の向上に資するため、また法人会の財政基盤の安定化を図るた

め、提携保険３社との連携強化により会員企業を守るための福利厚生制度の拡大と制

度収入の増加を目指した推進に努める。 

 
    (3) 青年・女性部会の充実 
   ① 青年部会活動の大きな柱である「租税教育活動」及び「部会員増強活動」につい

て引き続き積極的な展開を図る。 
   ②「女性部会のあり方（指針）」に沿って、部会員の資質向上と法人会活動の充実・

活性化に努める。また、税の啓発活動として新津税務署管内の小学生を対象とした

「税に関する絵はがきコンクール」や社会貢献活動に積極的に取り組む。 

   
(4) 広報活動の充実 

   社会貢献活動等を通じて地域に法人会の知名度を向上させるとともに、ホームペー

ジの充実、ポスターの掲示、公共施設・金融機関等への会報の配置、地元情報誌への

掲載等、税に関する情報や法人会の活動内容を広く周知する。 

 
４．会員支援事業と親睦事業並びに友誼団体との連携強化を図る事業 

   (1) 会員支援事業 
   会員支援のために、会員企業の経理業務に永年従事され、功労のあった方に対し、

優良経理担当職員の表彰を行う。これにより一層の納税協力活動推進者を育成すると

ともに、広く社会に納税の重要性を広報していく。 

 
    (2) 会員親睦事業 
   異業種交流の一環として、会員間の情報交換や相互の親睦事業を行うほか、会員等

に限定した研修会・講習会等の事業を行う。 

 
(3) 友誼団体との連携強化 

   本会の活動に関する所管公庁との連携を強化する。 

 
 

 



５．管理関係 

    公益社団法人としての組織運営体制を確立するため、法律で定められた運営方法に 
のっとり諸会議を開催し、所要の体制整備を行う。 

  また、事務局員が全法連・局連・県連のセミナーに積極的に参加し、職員の資質技 
能の向上を図るとともに、ガバナンスの構築により事務局の基盤強化に努める。 

 
６．その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

 

 

 


